
支給申請の流れ

●助成金は、支給対象期
※
 ごとに、２～６回に分けて支給します。

●支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。

●支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「２か月以内」です。

※支給対象期は、起算日から６か月間ごとに区切った期間です。

起算日は、次のようになります。

・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日

・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日

（ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日）
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例：４月１日に中小企業事業主が高年齢者を雇い入れた場合
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支給申請期間（第１期）

10月１6日～12月15日

支給申請期間（第２期）

４月16日～６月15日

⚫ 対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けるこ

とはできません。

⚫ 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合に

は、支給額が減額されることがあります。
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例：ハローワークからの紹介で対象労働者（助成期間１年）を雇い入れた場合


	スライド 1

